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新潟県条例第６号 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年新潟県条例第57号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（特定個人情報の提供） 

第４条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情

報を提供することができる場合は、別表第３の第

１欄に掲げる執行機関が、同表の第３欄に掲げる

執行機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処

理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個

人情報の提供を求めた場合において、同表の第３

欄に掲げる執行機関が当該特定個人情報を提供す

るときとする。 

２ （略） 

（特定個人情報の提供） 

第４条 法第19条第９号の条例で定める特定個人情

報を提供することができる場合は、別表第３の第

１欄に掲げる執行機関が、同表の第３欄に掲げる

執行機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処

理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個

人情報の提供を求めた場合において、同表の第３

欄に掲げる執行機関が当該特定個人情報を提供す

るときとする。 

２ （略） 

附 則 

この条例は、平成29年５月30日から施行する。 


